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本稿は、科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）「公正取引市場の実現を
目的とする消費者の集団的利益救済・予防システムの総合的構築」（課
題番号 22243007、研究代表者・千葉恵美子）に関するライフ・イノ
ヴェーション研究会の報告と討論の一部をまとめたものである。本号に
掲載したのは2010年度に4回開催した全体研究会のうち、第3回全体研
究会（2010年11月27日、名古屋大学）の報告と報告に対する討論部分に
当たる。

第3回研究会では、「適格消費者団体の活動と今後の課題」という
テーマで、「消費者支援機構関西」（適格消費者団体・特定非営利活動法
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人）で精力的に活動されている片山登志子弁護士と五條操弁護士、「あ
いち消費者被害防止ネットワーク」（適格消費者団体・特定非営利活動
法人）において中心的に活動されている荻原典子弁護士・小田典靖弁護
士にご報告をいただいた。

報告では、それぞれの団体の設立目的・組織・財政的基盤を中心に適
格消費者団体を団体法的観点から明らかにしていただくとともに、適格
消費者団体としての活動の特色、取り扱った個別案件についてできるだ
け具体的にご紹介いただいた。

我が国には、現在、9つの適格消費者団体があるが（下記の資料「適
格消費者団体の概要及び活動状況について」参照）、研究会では「消費
者支援ネット北海道」（適格消費者団体・特定非営利活動法人）で活動
されている町村泰貴氏にもご参加いただき、関西・愛知県・北海道の
3つの異なる地域に位置する適格消費者団体の活動の実態を明らかにし、
我が国の適格消費者団体の現状と共通する課題を明らかにすることを目
的とした。

2006年に改正され2007年に施行された改正消費者契約法では、不特定
かつ多数の消費者の利益のために、同種の被害の発生や拡大を防ぐこと
を目的として、事業者等の不当な行為について差止請求をすることがで
きる消費者団体訴訟制度が導入された。もっとも、どのような消費者団
体でも差止請求ができるわけではなく、内閣総理大臣が認定した適格消
費者団体だけが差止請求ができる制度になっている。

適格消費者団体による差止請求権の行使によって判決等の結果が得ら
れた場合には、その結果を広く消費者一般に還元するために、適格消費
者団体から所定の報告を受けた時は、内閣総理大臣は、速やかに、判決
等の概要等を公表するものとされている（消費者契約法第39条第1項）。

消費者団体訴訟制度がスタートした後、2010年の10月までに6団体か
ら12件の訴訟が提起されているが、そのうち5件の概略については、消
費者庁 HP（http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/hanketsu/hanketsu.
html）上で、判決や和解についての情報が公開されている。

また、2008年の消費者契約法等の改正により、差止請求の対象は、消
費者契約法4条、8条～10条違反行為のほか、景品表示法及び特定商取
引法上の不当な行為にも拡張されている。
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現在、適格消費者団体は、差止請求訴訟を推進する主体としてだけで
なく、広く消費者の集団的利益を実現する有力な担い手と期待されてい
る。今後、適格消費者団体がどのような役割を果たすことができるかを
考えるためには、適格消費者団体の現状とその問題点を認識することが
出発点となる。第3回研究会では、このような関心から、適格消費者団
体の活動を担っておられる方にご報告をいただいた。

なお、2010年度第4回研究会（2011年2月5日、名古屋）は、消費者
の集団的被害救済システムについて比較法的な視点から、馬場圭太氏

（関西大学教授）に「フランス消費者法の最近の動向」というテーマで、
柴崎暁氏（早稲田大学教授）に「フランス消費者団体訴訟の改正法案、
イタリア消費者団体訴訟法」と題してご報告をいただき、討論を行った。
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名
称

住所
（差止請求関係業務を行う地）等 主な申入れ等の活動状況

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
消
費
者
機
構
日
本

【住所】
　東京都千代田区六番町15番地
　　主婦会館プラザエフ６階

【申請日】　平成19年６月７日
【認定日】　平成19年８月23日
【更新日】　平成22年８月22日

【会　長】　青山　　佾
【理事長】　芳賀　唯史

【社員数】
　141名（うち、 団体会員８名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
・中古車販売事業者に対する申入れ
　（瑕疵担保責任の全部免除の規定等の削除）
・建築請負業者に対する申入れ
　（建築申込金の不返還条項、違約金条項の是正）
・有料老人ホームに対する申入れ
　（ 入居申込金の不返還条項の削除、入居一時金の返還率の是

正）
・結婚情報サービス事業者に対する申入れ
　（中途解約時の返金規定の新設等）
・携帯電話事業者に対する申入れ
　（携帯電話の売買契約に関するキャンセル不可条項の是正）
・不動産賃貸借業者に対する申入れ
　（原状回復費用の消費者負担を規定する条項等の是正）

【結果】
・ 資格講座等を運営する事業者との裁判外の和解
　（平成21年4月28日）。
・ 建築士や宅建資格講座を運営する事業者との裁判外の和解
（平成21年8月1日）。

・ その他、訴訟に至らずとも契約条項の是正等が行われている
事案がみられる。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
消
費
者
支
援
機
構
関
西

【住所】
　大阪市中央区石町
　　１丁目１番１号
　　　天満橋千代田ビル

【申請日】　平成19年６月７日
【認定日】　平成19年８月23日
【更新日】　平成22年８月22日

【会　長】　北川　善太郎
【理事長】　榎　　彰德

【社員数】
　113名（うち、 団体会員14名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
① 早期完済違約金特約条項を使用する賃金業者に対し、平成20
年4月8日に京都地裁に提訴
　　※本制度に基づく訴訟としては２例目
② 受講契約勧誘の際の不退去、不実告知について英会話学校に
対し、平成20年8月28日に大阪地裁に提訴

　　※本制度に基づく訴訟としては４例目
・金融機関に対する申入れ（勧誘広告内容の是正）
・警備会社に対する申入れ
　（中途解約料、損害賠償債務の全部免除の規定等の改定）
・ケーブルテレビ事業者に対する申入れ
　（最低利用期間に関する規定の削除）
・不動産賃貸借業者に対する申入れ
　（契約解除に伴う損害賠償額を定めた条項の削除又は改善）

【結果】
・ ②の英会話学校への訴訟については、和解が成立（平成21年

3月4日）。和解条項に違反する行為があったため違約金請求
を行ったが、履行がないため、執行文付与を求める訴えを提
起（平成21年12月25日）。大阪地裁は強制執行の執行文を付
与する旨の判決（平成22年5月31日）。

・ ①の貸金業者への訴訟については、勝訴（一部）判決（平成
21年4月23日）。平成21年6月19日京都地裁に間接強制申立て、
7月24日に認容決定。敗訴部分につき、平成21年4月28日に１
審被告が、5月2日に１審原告が大阪高裁に控訴。大阪高裁は
第１審の結果を支持し、１審原告及び１審被告の各控訴をい
ずれも棄却（平成21年10月23日）。１審被告より平成21年10
月28日大阪高裁に上告受理申立て。

・ その他、訴訟に至らずとも契約条項の是正等が行われている
事案がみられる。

資料　適格消費者団体の概要及び活動状況について
（平成22年８月23日現在）
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名
称

住所
（差止請求関係業務を行う地）等 主な申入れ等の活動状況

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
京
都
消
費
者
契
約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

【住所】
　京都市中京区烏丸通二条下ル
　　秋野々町529番地
　　　ヒロセビル５階

【申請日】　平成19年10月12日
【認定日】　平成19年12月25日

【会　長】　 高嶌　英弘

【社員数】
　103名（うち、 団体会員３名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
① 定期補修分担金支払特約を使用する不動産貸借業者に対し、
平成20年3月25日に京都地裁に提訴

　　※本制度に基づく訴訟としては初
② 敷金等から 一定額を控除して返還する敷引特約条項を使用
する不動産賃貸借業者に対し、平成20年8月12日に京都地
裁に提訴
　　※本制度に基づく訴訟としては３例目
③ 互助契約等の中途解約条項を使用する冠婚葬祭業者等に対
し、平成20年12月3日に京都地裁に提訴

　　※本制度に基づく訴訟としては５例目
④ 結婚式場解約金条項を使用する結婚式、披露宴等企画会社
に対し、平成22年3月17日に京都地裁に提訴
　　※本制度に基づく訴訟としては７例目
⑤ 解約金条項を使用する携帯電話事業者２社に対し、平成22
年6月16日に京都地裁に提訴

　　※本制度に基づく訴訟としては９例目、10例目

【結果】
・ ②については請求の一部（敷引特約の条項を含む意思表示

を行わないこと）は認諾され、残りの部分について却下判
決（平成21年1月28日）。2月10日大阪高裁に控訴、6月16日
敗訴（判決確定）。

・ ①については定額補修分担金支払特約を含む契約の申込み
又はその承諾の意思表示を行ってはならない旨の判決、残
りの請求については棄却（平成21年9月30日）。敗訴部分に
つき、10月13日に大阪高裁に控訴。大阪高裁は、第１審の
差止請求部分について支持した（平成22年3月26日）。第２
審の判決を不服として上告受理申立て（平成22年4月6日）。

・④については和解（平成22年7月28日）。

社
団
法
人
　
全
国
消
費
者
生
活
相
談
員
協
会

【住所】
東京都港区高輪
　３丁目13番地22号
　　国民生活センター内
大阪市中央区北浜
　２丁目６番26号
　　 大阪グリーンビルディン

グ内
北海道札幌市中央区大通西
　18丁目１番43号

【申請日】　平成19年８月31日
【認定日】　平成19年11月19日

【会　長】　金子　　晃
【理事長】　管　美千世

【社員数】
　2,010名（うち、 団体会員０名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
・不動産賃貸借業者に対する申入れ
　（無催告解除条項等の使用停止・改善）
・美容整形クリニックに対する申入れ
　（ 申込金の不返還条項、キャンセル料条項等の使用停止・改

善）
・介護付有料老人ホームに対する申入れ
　（入居一時金の初期償却条項等の使用停止・改善）
・スポーツクラブに対する申入れ
　（一旦納入した諸費用の不返還条項等の使用停止）

【結果】
・ 訴訟に至らずとも契約条項の是正等が行われている事案が

見られる。
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名
称

住所
（差止請求関係業務を行う地）等 主な申入れ等の活動状況

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
消
費
者
ネ
ッ
ト
広
島

【住所】
広島市中区上八丁堀７番１号
　ハイオス広島312号

【申請日】　平成19年11月14日
【認定日】　平成20年１月29日

【理事長】　 吉富　啓一郎

【社員数】
226名（うち、 団体会員７名）

（平成22年3月31日時点）

【内容】
・カルチャーセンターに対する申入れ
　（受講料不返還条項の削除）
・貸衣装事業者に対する申入れ
　 （レンタル契約時のキャンセル料条項の是正、消費者契約法

第41条第1項に基づく事前請求を実施)
・自動車学校に対する申入れ
　（入校申込金、教習料等の不返還条項の是正）
・在宅ワーク事業者に対する申入れ
　（解約・清算条項の是正)

【結果】
・ 訴訟に至らずとも契約条項の是正等が行われている事案が

みられる。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ひ
ょ
う
ご
消
費
者
ネ
ッ
ト

【住所】
神戸市中央区元町通
　６丁目７番10号
　　元町関西ビル３階

【申請日】　平成20年２月29日
【認定日】　平成20年５月28日

【理事長】　清水　巌

【社員数】
141名（うち、 団体会員７名）

（平成22年3月31日時点）

【内容】
① 中途解約の際JAL利用クーポンの返還をしない特約条項を使
用する旅行業者に対し、平成21年3月18日に神戸地裁に提
訴 
　　※本制度に基づく訴訟としては６例目
・資格試験予備校に対する申入れ
　（ 解約制限条項の是正、消費者契約法第41条第1項に基づく

事前請求を実施）
・冠婚葬祭サービス業者に対する申入れ
　（解約料条項の是正）
・クレジットカード会社に対する申入れ
　（リボルビング払いの手数料の是正）

【結果】
・資格試験予備校と即決和解（平成22年4月19日）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
埼
玉
消
費
者
被
害
を
な
く
す
会

【住所】
　さいたま市浦和区岸町
　　７丁目11番５号

【申請日】　平成20年12月24日
【認定日】　平成21年３月５日

【理事長】　 池本　誠司

【社員数】
　128名（うち、団体会員17名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
① レンタル契約時のキャンセル条項を使用する呉服小売専門
業者に対し、平成22年5月11日にさいたま地方裁判所熊谷
支部に提訴　
　　※本制度に基づく訴訟としては8例目
・携帯電話事業者に対する申入れ
　（消費者の同意なく約款変更を可能とする条項の是正）

【結果】
・①については和解（平成22年7月20日）
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名
称

住所
（差止請求関係業務を行う地）等 主な申入れ等の活動状況

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
消
費
者
支
援
ネ
ッ
ト
北
海
道

【住所】
　札幌市中央区北四条西
　　12丁目１番55

【申請日】　平成21年11月27日
【認定日】　平成22年２月25日

【理事長】　瀬川　信久

【社員数】　
　180名（うち、団体会員３名）
　（平成22年3月31日時点）

【内容】
・携帯電話事業者に対する申入れ
　（高額随時請求条項の使用中止）
・不動産賃貸借業者に対する申入れ
　（無催告解除条項等の使用中止）

【結果】
・事業者からの回答を踏まえて検討。

あ
い
ち
消
費
者
被
害
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【住所】
　名古屋市千種区稲舟通
　　一丁目39番地

【申請日】　平成22年１月14日
【認定日】　平成22年４月14日

【理事長】　杉浦　市郎

【社員数】　
　113名（うち、団体会員６名）
　（平成22年1月14日時点）

【内容】
・催眠療法事業者に対する申入れ
　（断定的説明の削除）
・インターネット通販事業者に対する申入れ
　（ 通信販売利用規約の是正、消費者契約法第41条第1項に基

づく事前請求を実施）
・結婚式場事業者に対する申入れ
　（キャンセル料既定の是正）

【結果】
・事業者からの回答を踏まえて検討。 

※集団的消費者被害救済制度研究会 報告書 <消費者庁企画課>（平成22年9月）資料７を転載した。




